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お問い合わせ

申請や届け出・保険料のご相談は
市町村後期高齢者医療担当へ

！－－ｉｌ，ＩＴ二朝ョ高齢者医療広域連合
群馬県前橋市大渡町一丁目１０番地７
群馬県公社総合ビル６階
（代表電話番号）（０２７）２５６‐７１７１
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後期高齢者医療制度のしくみ

　

「

　　　　

後期高齢者医療制度とは

　　　　

〕

は６５声銚次上）の人を対象とする医療制
７５鳶糾え上（一定の障がい※がある人

　　

輪選竪 だず｝

　　　　　　　　　　

　 　 　
　

　　　　　　　　　　

　
　

　

　

　

　 　度です。
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■被保険者となる人
群馬県内にお住まいの以下の人力間隙となります。

　

対象となる人

　

１

　　

対

　　　　　　　　　　　　　

対象となる日

１７５歳蛍次上の人

　　　　　

７５歳の誕生日当日から

　　　　　　　　　　　

加入手続きは不要です

６５歳から７４歳まで初一定
の陣がい※がある人で、広
域達台の認定を受けた人

「こんなときは市町村に必ず届け出てくださいノ

．｛：；１１‐ 届け出に必要なもの

市町村の窓口で申請し、広域
連合の認定を受けた日から

６５歳から１７４歳で－定の障

　

資格確認書、年金証書・身
がいがある人が加入しよう

　

体障害者手帳・医師の諭断
とするとき

　　　　　　　　

書などの猷類

県外に転出するとき

　　　　

資格確認書

鰯から臥してきたとき 躍覆腐す
証
‘
明
人
書
棚
鞭
擬
証
）

同じ県内酬飽所が撫わったとき

　

資格確認膳、負担区頒掘明書

生活保護を受け始めたとき

　

資格確認書

死亡したとき

　　　　　　　

死亡した人の資格碑園ｇ書、

　　　　　　　　　　　

口座が確認できるもの

副開眼ｇをなくしたり、

　　　

本人確認書類、使えなく
汚れて使えなくなつたりしたとき

　

なった資格確認書

●マイナンバーカードなど、マイナンバー（個人番号）のわか

　

る書類と本人確認書類もお持ちください。

′

　　　　　　　　

制度の運営

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置されてし、る
後期高齢者医療広域連合（広域連合）と市町村が協力して
運営しています。

■広域連合と市町村の役割

※ 一定の瞳がいとは・・・

●身体障害者手帳

　　　　

１～３級と４級の÷部

　　　　　　　　

：．す恨

　

１～２級

１ド療育手帳

　　　　　　　　

ＡＩ～Ａ２

●障害基礎年金

　　　　　　

１～２級

　　　

など

加入を希望する人は、市町村の窓口で申請し、広域連
合の認定を受けていただく必要があります。申請には、
障がいの程度がわかるもの（手帳・国民年金の年金証
書など）が必要です。
なお、加入した後も７５歳になるまでの間は申し出に
より脱退することができます。ただし、さかのぼっての

加入・脱退はできませんのでご注意くださし、。
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．会社の健康保険などに加入していた人が後期高齢者医
療制度へ加入したとき、被扶養者の人は、新たに国民健
康保険などに加入する手続きが必要です。すでに国民健
康保険に加入している人は必要ありません。

●群馬県の後期高齢者医療制度に加入している人が、県
外に所在する医療機関への入院または施設（特別養護老
人ホーム、都料老人ホームなど）への入居により、住所を
変更した場合には、住所地特例制度に該当し、引き続き
群馬県後期高齢者医療制度の被保険者となります。

●資格確認書の交付決定

　

●資粥獅確ー詔書の引き渡し

　　　

広域連合

　　　　

１

　　　　　

市町村

　　　　　

１
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”剣炊料の決定
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１

　　　　　　

喉 険料 噛収
●医療を受けたときの給付 ●各種申請や届け出の受け付け

　

などを行います。

　　　　

などを行います。
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Ｊｒ保険証とマイナンバーカードの一体化について

　　　　　

－

令調和８年７月３１日までは

被保険者全員に資格柵確覇認書が発行されます。

■資格確認書の発行を継続します。

　

マイナ保険証（Ｐ．２１－Ｐ．２２）を基本とする仕組みに円

　

滑に移行する観点から、デジタルとアナ□グの併用期間

　

を確保するため、令和８年７月末までの間、暫定的な運

　

用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格

　

確認書を被保険者全員に交付することとなりました。

◆資格確認書見本

　　　　　　　　　

管焔確認書の

サイズについェ
ハガキよりやや小さいサ
イズです。カードサイズより
も紛失しにくく、見やすさを
重視したサイズにしていま
す。

「資格確認書」を医療機関等
の窓口で提示するとこれま
でどおり受診できます。

■保険医療機関等で受診の際は、マイナ保険証ま
たは資格確認書を提示してください。

　

●資格確認書が届いたら記載内容の確認をしてくださ

　　

い。勝手に内容を書きかえた資格確認書は使えません。

　

．他人との貸し借り１泰陀対にしないでください。

　

●コピーした資格確認書は使えません。

｛」

　　

臓器提供の意思表示について

　　

ゴー
資格確認書の裏面を利用して臓器提供意思表示の有無
を記載することができます。
なお、意思表示欄への記入は義務ではありません。意思
表示するかどうかは、ご本人の判断によるものであり、必
ずしも記入する必要はありません。

ｒ帳劇踊踊認髭正、膿 灘綿・標準負担客誠
一１

，額認定証は廃止されました

今後は以下の方法により、保険医療機関等の窓口
における一部負担金の金額を自己負担限度額まで
に抑えることができます。（詳細はＰ．７‐Ｐ．８へ）

①マイナ保険証をおｉ持ちの場合

　

保険医療機関等の受付時にマイナ保険証を提示し、情報

　

提供に同意する

②マイナ保険証をお持ちでない場合

　

限度区分が併記された資格確認書を保険医療機関等に

　

提示する（併記する場合はお住まいの市町村で申請が必

　

要です）

　

※オンライン資格確認の仕組みにより限度区分が確認で

　

きる保険医療機関等の窓口で同意した場合、限度区分

　

の併記のない資格確認書の提示でも適用されます。

■すでに各認定証の交付を受けている人には申請に

　

よらず、限度区分を併記した資格確認書を交付し

　

ます。

「

　　　

令和８年８月１日更新について

　　

；－

　

・マイナ保険証を持っている人

　　

申請なしで「資格ｎ情刊のお知らせ」を交付します。

　　

「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証に対応してい

　　

ない医療機関等を受診する際、マイナ保険証と－緒

　　

に提ｊ示すると受診できるものです。

　

●マイナ保険証を持っていなし、人

　　

申請なしで「資格確認書」を交付します。

　　

「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示すると従来

　　

どおり受診できます。

マイナ藻嫉証に関す葛摘合せ先
マイナンバー鍵槍クリ÷芽可愈非
。１２０一９５一ｏｌ？８
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自己負担割合

住民税の課税幽所得に応じて、保険医療機関等に受診した
ときの自己負担割合と所得区分を判定します。
自己負担限度額（月額）についてはＰ．８、入院したときの
食事代などの負担額はＰ．９を」ご覧ください。
自己負担

　　

区分

　　　　　　　　　

判定基準

　

割合

３割霊園ー園霊園潮隊も １

　

キー隈霧罰鹿冊司
２割

　

璽断 る高端 鰯扇園班万円駐

　

　　　　　　　　　　　　　

　

＝

　　

Ｗ所鮎佃割「，３割．２割に該当しない人

　　　　

１

　

口リ

　　　　

１住民翻 暇爾税

　　　　　　　　

」

　　　　

簡閉編者

　

・住民税房暇蹴世帯の人

■自己負担割合の判定の流れ

いる

　

…

　

［同‐世帯に倒閣税園副所得が２８万円以上の被保険者がし崎か」

　

　

　　　

　　　　

　　　　　

　　　

同一世帯に被保険者が２人以上いるか

　　　　　　

　

　　　　　　　

　　　　ー’「１１

　　　　　　
※１ 「年金収入」とは、公的年金等控際額を差し引く前の公的年金等の収入額で・す。追

　

鮮鮒略年金ｒ始みません。
※２「その他の合計所得金額」とは、

ー１剰収入や給与収入等から、必寧鋸潰や給与所得

　　

控除額等を差し引し、た後の金額のことです（ただし給与所得はコ胎引所得控－除綾ざら

「

　　　　　　

住民税課税所得とは

　　　　　

・

除など）を差し引いて算出された金額です。お住まいの市町
村から送付される住民税の通知で確認できます（非課税の人
は送付されません）。
ただし、課税年度の前年１２月３１日時点で世帯主であって、
同一世帯に合計所得金額が３８万円以下（給与所得がある場
合は、給与所得から１０万円を控除した額）の１９歳未満の世
帯員がいる場合には、下の①と②の合計額を住民税課税所
得から控除した額で自己負担割合を判定します。
①１６歳未満…… … …・・１人につき３３万円
②１６暮鎚井上１９歳未満…・・１人につき１２万円

「

　

自己負担割合が変更になる場合がありますノ
自己負担割合３割の人は、次の①・②のいずれかに該当する
場合、自己負担割合が１割または２割となります。
①塵准収入額適用

　

収入額が以下の基準に該当し、広域連合で認定された場合、

　

または申請によって認定された場合

被保険者数

世帯に１人

世帯に襖数

収入判定基準

被鰻鯖の凧勘て３８３万円編
（ただし、３８３万円以上でも、同一世帯に７０歳以
上７５歳弱陶の人がし、る場合は、その人との収入
額の喰酬が５２０万円未満）

収入額とコ逮

０所総裁の帆鑓のことで、各隊所雛除（織甜控静社
会保険料控除など）や必要経費を差し引く前の金額のことです。
所得金額ではありません。

するため確定申告した場合も、売売却金額が収入額に含まれます。
②昭和２０年１月２日以降生まれの被保険者及び同一世帯の
被保険者は、住民税課税所得が１４５万円以上でも、旧

した額）の合計額が２１０万円以下の場合（申請不要）。

※１ 「年金収入」とは、公的年金等控際額を差し引く前の公的年金等の収入額で・す。追

※２「その他の合計所得金額」とは、
ー１剰収入や給与収入等から、必寧鋸潰や給与所得
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控除額等を差し引し、た後の金額のことです（ただし給与所得はコ胎引所得控－除綾さら

　　

に１０万円を趨除した額、長期｛短期）霧浅所得は特段昭瞬きが受けられる場合は特別

　　

控除後の峯貧さ算出します）。
※３

　

自己負担割合族３割から変更になる場合があります。（Ｐ．６）

　　　　　　

ご注意ください！

　

住民税の所得更正等により、自己負担割合が１割から２
割または３割、２割から３割にさかのぼって変更になる場
合があります。

　

医療機関等で自己負担割合変更前の割合で一部負担
金を支払った場合には、差額分の医療費を請求いたしま
すので、お支払いください。
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後期高齢者医療制度で受けられる給付

　　　

‐

　

　　　　　　　

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　　　　　

　
　

　　　　

医療費が高額になったとき

１か月（同じ月内）に支払った医療費の
自己負担額が定められた限度額を超え
たときは、限度額を超えた額が「高額療
養費」として支給されます。
１つの衆険医療機関等での支払いは、外
来も丸院もそれぞれの限度額までです。

◆高額療養費に該当する場合には、広域連合からお知らせ

　

が郵送されます。

高額療養費の計算のしかた

Ｑ個人ごとに外来の自己負担額を計算

　

複数の保険医療機関等を受診し、外来（個人）

　　

の限度額を超えたとき、その超えた額が支給

　　　　 　　　　
同一世帯に後期高齢者医療制度で医療を受
ける人が”複一致いる場合は合計し、外来十入院
（世帯）の限度額を超えたとき、その超えた額
が晦日給されます。

※病院及じ健砂観劇所、診療卵の区別なく合計します。
※入院時の食事代や鴎副険がきかない差額ベッド代などは、
合計の対象にはなりませんのでご注意ください。

■自己負担限度額（月額）

　　　　　

・ｕ彊１ｋｇ
現役並み所得者皿

　　　　　　　　

２５２，６００円十
同÷世帯に件民税課純所得が

　

（国際賞‐８４２，０００円）×１％
６９０万円以上の被側除者がいる

　

【多一致回１４０ ００円※１１

同÷世帯に倒蝋翻断得が

　

（医療費‐５５８，０００円）ＸＩ％
３８０万円以上の被保険者がいる

　

【多数回９３，０００円※１１

同‐世帯に住民税課税所得が

　

（医療費‐２６７，０００円）×１％
１４５万円以上の被保険者がいる

　　

【多数回４４，４００円
※１１

　　　　

　

÷Ｊ殴虹

　　　　　　　　　　

｛６，０００円十億濃度

　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　

５７，６００円

伽低い方を遡肝遭

　　

【多数回

　　　　　　

４４，４００円町】

現役瑚 鰯 講＝、区 （釧蝦

住扇開 禰総世帯

　　　　　　　　　　　　　　

２４，６００円
（区分１以外の人）

区分１（低Ｍ所偶者１）
帆住民蹴房繍綴世帯で、その世

８．０００円

　　　　　　　　

　　　

　　　

　　　

さらに１０万円を削除して計算）

　　　

●住民蹴房瑠蹴世帯で、老齢福

　　　

祉年金を受給している人

※「

　

過去１２か月の間に、外来十入院（世帯）の高額療養費の支給を４回以上

　

受けている場合は、４回目から多数回該当となり、園度額が不がります。
※２

　

８月１日から翌年７月３１日までの１年間の外来（個人）の自己負担額の年

　　

間上限額になります。年齢到達や転入等、計算期間内に群馬県の後期高

　　

齢者医療制劇こ加入された場合は、加入される以前の自己負担額を把

　　

握できないため、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。
※３

　

医療費が３０，０００円未満の場合は、３０，０００円として計算します。なお、

　　

下線部は２割負担の新設に伴い、令和平手１０月１日から令和７年９月３０

　　

日までの配膳措置です。
※４

　

令和‐７年８月１日から施行（施行前は控除額８０万円）

　　　　

“
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－鷲
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高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生
労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養
受療証」（申請により交付）を保険医療機関等に提示す
れば、毎月の自己負担額は１万円までとなります。

（

　　

厚生労働大臣力暗定する特定晦ｗ

　　

Ｊ

・先天性り瞳液Ｙ凝固因子障害の÷部
●人エゴ透析が必要な慢性腎不全
●ー顔液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症

ｒ

　　

‐

　　

７５繊到達により加入された月の特例について

　　

．
－

　

型惑慈史蔓草撃墜≦馨Ｆ暫嚇鞍醒翌日を掌漣鞭国璽劃

　

零弾力播ま
こ
す
加輸灘麓こ鍔秦で跳躍闘の躍

り蝿学会口の離婚蚤爾
厳薪：翌豹新田濁ま爵ｒ仰噛閥一ーーー一一：：］

７ ８



　

　
　　

　

　　　 　 　　　　　

　

後期高齢者医療制度で受けられる給付

「

　　　　　

入院したときの食事代

　　　　　　

　　

　

　　

　　　

　

　　　　　　　

　

　

入院したときの食事代は、１食当たり、禰赫節の「現役並

　

み所得者、÷般」の金額～が標準負担額となります。

　

ただし、「区分江」「区分１」の人は、保険医療機関に「マイナ

　

保険証」または「限度区分を併記した資格確認書（Ｐ‐４）」を

　

提示すると、下記表○の「区分立」「区分１」の標準負担額と

　

なります。

入院時食事代の標準負担額（表○）

所得区分（Ｐ．８参照）

現役咽晦み所厳守者、÷般

区分虹

過去１２か月の ２４０円

１９０円※過去１２か月の
ス聞コ，＝．”

．・ー１Ｈ１ｉｌト

区分１ １１０円

　

５１０円
指蹴鰯は
３００円の場合あり

※ｒ区

　

１

　

１」の＝

　　

を

　

けていた

　

間の入

　

日

　　

、過

　

１２

　

月
で９１日次上の場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用
意のうえ、お住まいの市町村担当窓口へ「長期入院該当」の申請
をしてください。

　

なお、長期入院該当日は申請日の翌月１日となり、申請日から
月末までは差額支給の対象となります。

標準負担額
所得区分（Ｐ．８参照）

５１０円

　　

老齢福祉年金受給者
入院鴎の′嬬 驚い人
負担額となります。

部ｗの噌豪‐晶医療
横鯛で【潔｝‐７０円 ３７０円

指定難病患者は

　　

０円

（

　　　　

移送に費用がかかったとき

　　　　

＼

緊急性があった次のような場合で、広域連合へ申請して
認められたときは、最も経済的な経路・方法で算定した額の
範囲内での実費が移送費として支給されます。また、通院
は緊急性がないため認められません。

●負傷した患者が火災現場等から医療機関に緊急に

　

移送されたとき
●移動困難な患者であって、患者の症状から当該医療

　

機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示

　

により緊急に軸院したとき

交通事故などに
も、．純塑あったとき

交通事故などにあつ

　　

げ
，
▼
．ノ
、

て、けがなどをした場

　　　　

、ザ

合も、届け出により後期高齢者医療制度で医療
を受けることができます。お住まいの市町村担
当窓口で必要な手続きをしてください。

還付金詐欺に
ご注意くだきも”

　

姻
・１ｉｒ

　　　　　　　　　　　　

　　
　

　

　

　　　　

　　　　「医療費の還付」などでＡＴＭ

　　　

蔭

　　　　　　　　　　　

　 　　 　

　

　

を使用して手続きを行うこと

　

．
－－掌樽

は絶対にありません。

　　　　　　　

卵、
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や
警察相談専用電話（＃９１１０）、または消費生活
センター（１８８）にお問い合わせください。

９ ｌｏ



令年８年２月（上旬）

　　　

令和７年６月～１１月

この通知は医療費控除の申告に使用することができます
ので、申告の予定のある人は紛失しないようにご自宅で保
管してください（申告に関することは、桃肺務署へお問い合
わせください）。

柔道整復、はり・きゆう、
あんま・マッサージの正しいかかり方
・柔道整復の施術で保険の適用を
受けるためには、一定の条件を満
たすことが必要です。
●はり・きゆう、あんま・マッサージの

施術で保険の適用を受けるには、
あらかじめ医師の発行した同意書
または診断書が必要です。

【医療保険が使える場合】

乗：造幣復【
（接骨院など）

・捻挫、打撲などの外傷性の負傷

・骨折、脱臼（緊急の場合を除き
医師の同意が必要）

はり・きゆう

・神経痛、リウマチなどの慢性的
な疹痛を主症とするもので、医
師による適当な蒔劃際手段がない
もの（医師の同意書書

　

必要）

あんま・マッサージ
・筋麻陣、関節拘縮など医療上
マッサージを必要とするもの
（医師の同意書が必要）

　

後期高齢者医療制度で受けられる給付

「

　　　　　　　　

医療費通知

　　　　　　　　

／
｝

医療機関等を受診した被保険者の皆様に年２回医療費
通知を発行しています。
マイナポータルでも医療費通知情報の確認が可能です。

　　　

発送月

　

　

令和‐７年巻月（中旬）

競月
令和６年１２月～令和‐７年５月

　　　　　　　

＾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「 ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ーー

「

　　　

被保険者が亡くなったとき

　　　

；ｒ

被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して５万円
の葬祭費力枝給されます。

ｒ

　　　

いったん全額自己負担したとき

　　　

、＼

次のような場合で、広域連合へ申請して認められたと
きは、自己負担分を除し、た額が療種養費として支給されます。

●やむを得ない理由で、マイナ保険証または資格確
認書を持たずに治療を受けたとき
・医師の指示で、はり・きゆう・あんま・マッサージなど

　

の施術を受けたとき
●医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具

　

を装着したとき
●海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき

　

（治療目的での渡航の場合を除く）

１１

　

　　　　

　　　　　　　

　

医療費が高額になっｉｒｉＵ崇 ←．
・

　　　

ー

　

±′′ｔＬ、る

　

場合、医療保険と角ｍ…” ・ｒニーセα．

　　　　

－ロローＵ・

　

下記の限度額を超えたとき、て
一・三；′二；ん．”鞍．＼れます。

　

●該当すると、止
…一＾ムー・． －－一

　　　

三ねます。

　　　　　　　　　　　　　　　　

「′Ｊ

　　

」ｕ」＊ＪｒフピｆＪ

　　

（年齢到達や転入等、計算期間内－Ｌ富

　

医療制度に加入された場合は、ｎ，ｒリヒｕ－－，．メリギムな

　　

らないことがありますので、お住まいの市町村担－当窓口

　

にお問い合わせください。）

合算する場合の限度額（年額／８月～翌年７月）

　

翻 り＝－ぉ開
閉
，

　

， ，
需
。，，，

　　　

現役並み所得者皿

　　　

２，１２０，０００円

ョ

　

現 獅 み所轄 ｎ １１，４１０，ｏｏｏ円ヨ

ョ

　

現鰹み所緒１

　

１ ６７０，０００円１

　

　

　　　　 　　　　　
１

　

区分１（偏 縮１） １ １９０，ｏｏｏ円※１

　

※低所得者１で７，一

　　　　　

●

　

●

　

●Ｕ、る世帯の場合は、

　　　　　　　

＝・ ー
′、ごります。

１２



…

　　

ー

　　

ーーーーーニー一

　

－

　　　

ー

　　

ー ：ー

　　

ー

　

＝”↑…ーーーー・ ー…ー「ーー・一ーー：

　

ーーー”－…”一一一ーーー

　

ー

　　

ーー”ーー：ー・ー“ー

　　　　　　

．・

　　　　　

ーー

　　

ー

，；；保 険 料 …－－…－……－－－＝

　

ー

　

　　　　　　　　　　

　　

輪蹴る鰯欧粗豪も
御園鹿岡閣国園副感婁口劇◎
茨籾覆財源諺すも

後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさま
が病気やケガをしたときの医療費などの支払い
に充てるため、被保険者一人一人に保険料を納
めていただきます。
保険料率（均等割額と所得割率）は、２年ごとに
見直され、群馬県内で均一となります。

／

　　　　　　　

保険料のしくみ

　　　　　　　

．

保険料は、後期高齢者の医療に係る費用のうち、窓口で
支払う自己負担を除いた分である医療給付費等の財源と
なっております。
医療総給付費等の財源のうち、保険料の占める割合を後期
高齢者負担率といい、約１割に相当します。
制度発足当初の負担率は１０％でしたが、見直しの都度徐
々に上昇しています。負担率が上がることによって、保険
料で賄う額が増えております。

　　　　
（現役世代からの刺魅）

　　

【約４割】
Ｌ

　　　

▼

　　　

」

後期高齢者負担率

｛

　　　　　　　

保険料の決まり方

　　　　　　　

／
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被
保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、
前年中の所得を基に個人単位で計算されます。

令和６・１７年度保険料額（年額）

保険料額（年額）
上限８０万円（１００円未蓉馳切り捨て）

均轄割額

　　　　　　

４９ ００円

所得割額 ｛前年中断 闘争駆賊
※）

　　　

×１０・０７％

※工礎控ェ際額は合計所得金額２，４００万円以下の場合は、

　

４３万円です。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　

保険料の見直しについて

●後期高齢者医療制度改正

　

①後期高齢者負担率の見直し

　　

「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人

　　

当たりの支援金」の伸び率が同じになるようー議後期高

　

齢純ｆＡ担率が見直されました。

　　

令和４・５年度１「．７２％一令和６・７年度１２．６７％

　

②出産育児支援金の導入

　　

後期高齢者医療制度から、出産育児一時金に要する

　　

費用の÷部を支援する仕組みが導入されました。

●保険料率引き上げの背景

令和６・７年度は、後期高齢者医療制度改正や、被保険
者数の増加に伴い、医療給付費等の増加が見込まれる
ため、保険料率を改定しました。
被保険者の皆様に今後も安心して医療を受けていた
だくため、」ご図解ください。

１３ １４



※［…．…」の部分は年金・給与所得

　

の

　　

２

　

以

　

の

　

口のみ言

して加えます。年金・給与所得者の数は次のし、ずれかの条件を満洗こす
人の数で・す。
．Ｈ給与収入が５５万円を超える人（事業専従者給与分を除く）
・６５歳未満かつ公的年金等収入額が６０万円を超える人
●６５歳以慧コかつ公的年金等収入額Ｚ肉２５万円を超える人

　　　　

・－

　

－；：．ふりる際の注意事項
◆６５ｉ銚次上の人の公的年金所得は、「年金収入‐公約年金等控除

　

額‐高齢鈴春特別控除額（１５万円）」を軽減判定の所得とします。
▲‘

　

・

　

トｍ▲・↑

　　　　　　　

● 年金収入３３０万円未満

　

の場合、１１０万円です。（年金以外の合計所得金額が１，０００万

　

円以下の場合）
◆均等割額の軽減割合は、賦課期日（毎毒舛月１日。年度途中に資

　

格を取得した－
▲：」

　　　　　　　　　　

′－濃、

国被扶養者だった人の軽減

　

農被保険者の資格を得た日の前日に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー無

　　　

　　　　　　　　　　
　 　 　　　

　　　　

　　　　　
　　

※国民健康保険・国際組合に加入していた人は、対象外です。
※均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が
適用されます。

－
－
－
－

． － －

　　　　　

ー】」

　

－

　

－－

　

－

　

ニー‐
一三－－－一二

　

－－
Ｊ－ －－－

　

－

　　

－

　　　　

－

　　

÷

－

－

一

　

科
－

　　

－ …」
－－ニニニー－－

－－－－三 三二三三三－三
－－ニニー メ －－……－

－ －－

　　　　　　　

三

　

一

　　

一一‐保険料

ご 保険料の軽減

　　　　　　

ノ

ロ均等割額の軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の軽減判定所得の合計額
が、下表に該当する場合は、同一世帯の被保険者は全員、
軽減醒後の均等割額となります。

世帯主及び世帯の被保－険者全員の

　　

軽湧鋼定一所得の合計額

「４３万円十３０万５千円×

（被例険者数）十１０万円×
（年金・給与所得者の数－１）」以下

「４３万円十５６万円×

（被保険険者数）十１０万円×
（年金・給与所仮者の数－１）」以下

　
割合
軽減綾
均等寄り額

７３０円

２４，５５０円

（

　　　　　

保険料の納め方

　　　　　

ン－

側険料ｗの珊納ｎ付方法は、年金からの天引きで納めてし、ただ〈
「特別徴収」と、口座振替や納付書で納めていただく「普通
徴収」があります。原則は「特別徴収」ですが、資資格を取得し

収」となる襟一合が，あります。

（

　　　　　　　　

保 険 料 の 減 免

　　　　　　　　

ｉ

災害等で重大な被害を受けたときや、その他特別な事情
で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な人に
つし、ては保険料が減免される場合があります。

‐
、

　　　　　　　　　　　　　

′
－

ｂ

｛と：ク

　　

１．

１５ １６



「・

　　

●」” － ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”－”

　　　　　　　　　　　　

」

　

．

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　

， －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－‐・ー

　

・ー′．・ー．‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

… －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●・， － －

Ｅ

　

保 険 料 二

　　　　　　　　　　　　　　　

保 健 事 業 関 係

　　

給 付 関 係

「

　　　　　

保険料の計算について

　　　　　

；

保険料の計算は、前年中の総所得金額等をもとに計算されます。

　

公的年金以外に、給与、農業、営業等の収入がある人は、

　

それぞれの所得を含めて計算します。
例）夫婦２人暮らしは…ミ婦ともに被保険者）の場合

　　

世帯主 夫（７８歳） 年金収入１９５万円

　　　　　

妻（７６歳） 年金収入８２万円

鴎はじめに、「均等割頚」を計算します。

　　

山一＾－”蛭

　　　

十 ‐^ 一
夫
－－
－

　

＾基間－

　　

濃茎霊豊能差圏輯 ［－一
一１ぬ″門 １

　

８乙力門１

　

　　　　　　
　　　

　

　　
　　

　　　

　

　　　

　

１ 園議綱逢所置
一一一

　

一ー Ｊ
②公的年金等控瞳額

　　　　　　

１１０万円

　　

１１０万円
③高齢者特別控除額

　　

●泌篭

　　　

１５万円

　　

１５万円
④軽減制定所得（①－②－⑯）

　　

７０万円

　　　　

０万円

国つぎに、「所得割額」を計算します。

○十国の合計が「年間保険料」になります

※年間保纏彫を料は、１００円未満の端数を切り捨てます。
※例として掲載したものです。世帯や所科感の状況により、実際－の鋼間際険料

　

は異なります。

ｒ

　　　

薬と上手につきあうために

　　　　

〕

・かかりつけ薬局をもちましょう。

　

薬局をひとつにしておくことで、複数の医療機関等で薬を

　

処方されたときも薬の重複や飲み合わせなどをチェックし

　

てもらえます。
●多剤服用に注意しましょう。

　

多くの種類の案を同時に服用することで副作用がおこるこ

　

とが問題となっています。「お薬手帳」を活用するなど医師

　

や薬剤師と相談して管理しましょう。
●薬の飲み残し（残薬）を減らしましょう。

　

葉は処方どおりに飲まなけれ１勘定状の悪化を招く恐れがあ

　

ります。手元に薬がたくさん残っている場合は薬局に持っ

　

ていき相談しましょう。
◎リフィル処方せん‐ご存知ですか？

　

最大３回まで繰り返し利用できる処方せんのことです。長＜

　

使用している薬など医師が判断したものが対象になります。

「

　　　

ジェネリック医薬品を活用しましよう

　　

；
最初につくられた薬（先発医薬品・新薬）の特許が切れた
後に、同様の有効成分で製浩販売される薬です。
●ジェネリック医薬品を活用することで、自己負担額を減

　

らすことができ、医療費の節約につながります。
●ジェネリック医薬品希望カードを提示するなどして医師

　

や薬剤師と相談のうえ、特徴や価格、注意点などの説明

　

をよく聞きましょう。
※すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。お薬に

　

よって閑所素しかない場合もあります。また、÷部のジェネリック医薬品

　

については、製造や割車の状況により、取り扱いがない場合もあります。

ド

　　　　　　　　　　　

　

王

　　　

ー

世融 解職鮒 ７０万円　　　　　　　
Ｐ．１５［均曙割額の軽減］の表より
軽減割合「５割」の条件で計算
４３万円十３０万５千円×２人十１０万円×（２－１人）＝１１４万円

　

・均等割額の軽編穂Ｕ合「５割」に該当します。

⑤均一等割額

　　　　　　　　　

４９，１００円

　

４９，１００円
⑥胸蝉等割額の軽減割合

　　　　　　　

５割

　　　　

５割

○軽減後均開園額（⑤×（１‐⑧）） ２４，５５０円

　

２４，５５０円

　　　　　　　　　　　　　

４３万円

　　

４３万円

　　

　　　

　　

　　 　 　 　 　

　　　　　　　　　　　　　圏幽翠警警叫三回↓三脚

　　　　　　　　　　　　　

４２万円 ０万円

！所鷺 壷

　　　

１１０・０７％１１０・０７％‘国所得割顔（⑨×１０．０７％） ４２，２９４円

　　　　

０円

１７ １８



Ｌ二
－－－－－－－－

　

保健事業関係

　

′
．

　

年に一度は健康のチェックをしましょう

　

ノ

　　

いつまでも健康で過ごすために、各種健康鯵査を受診して

　

健康管理に役立てましょう。

●後期高齢者健康診ー査（無料）
●人間ドック検診
．後期高揃笥鴎料健一康診湾（前年度７５歳になった人）（無料）

※国民嬢康保険から加入された人へ・・・
国民健康保険加入中の特定健康診査受診結果について、後期高
齢者医療保険への受診結果のデータ移行を希望しない場合は申
請が必要です。保健事業室（０２７‐２５６‐７１１３）へ連絡してくだ
さい。

　　　　　

－訂ｒ；
ｒ
．
ｌ
ｒ

バイオシミラーは、バイオ医薬品の特許が切れた後に、他の製薬会
社から発売される薬で、特許が切れた薬と効果や安全性はそのま
まで、お財布にやさしいバイオ医薬品です。

、＼▼′′
′ー
雰ゞキトテー／

　
　
　　　

氏 名

、．－・
１

　

．
１
‐‐１

　

．
１
‐．
・１
１

　

－

　

‐１
１．
・
１

＝

ジェネリック医薬品を希望する場合には、病院・診療所・
調剤薬局で医師・薬剤師にその旨をお伝えください。直
接言いにくい時は、受付などでこの希望カードを見せて
ください。

ジェネリック医楽品について、お問い合わせはこちらへ

０３”３５０６‐９４２５

　　

；

０３－３３５３‐２２５１

「

　　

フレイル（虚弱）を予防しましよう！

　　

」｝

　　　　　

◎運動習慣

・ラジオ夕陽やウオーキン｛無ど、胃酸皇運動≠澱め果的１１
・筋力トレ÷ニングで筋肉や骨を撰販翻倒・謝 辞防！』

ーー． ・ー‐ー

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

オーラルフレイル（口腔機能が低下した状態）を
予防しましょう。
●パタカラ体操でお口周りの筋肉を鍛えよう！

①バ・夕・力・ラをそれぞれ

　　　　　　　　　

かかカ・か力、

５回ずつ大きな声で

　　　　　

計』 も

　　

ナフ・フ．フ．フ

パタカラ、バタカラ、
のバタカラを続けて発音し、

　　　　　　　

バタカラ、バタカラ、
これを５回繰り返します。

　　　

＼

　　　　　

バタカラ

マツサージ

　　　　　　　　　　

′

　

、

　　　　　　

がつかｔ軌

（蘇む・押す） ・
金Ｍ
｝
，

　

一

　

ｒ：

　

顎嫡眼

　　　　　　　　　　　　　　　

あごの帥 醐の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

やわらかい部分

　　　　　

　　　
／

　　　　　　　

舌下際

　　　

　　　 　

④社会参加

●体を作るもとになる主菜（たんぱく質のおかず）を積

　

　

　　　

　

　

　

極的にとる
・ビタミンＤ・カルシウムで筋力増強、骨を丈夫に！
●１日３食きちんと食べる

　　　　　　　　　　

ｒ”

　

－．

　　　

▲▼‐・‐

　

ー
ー
±’ｒ
▲

①バ・夕．力．ラをそれぞれ １

　　

　　

　　

　

　

５回ずつ大きな声で

　

はっきりと発音します。

１９ ２０



１

　　　　　　

－ －

　　　　

ー

　　

ー

　

マイナ保険証について

　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

ｒ●マイナ保険証のメリット
①手続きなしに窓口で医療費の支払いが自己負担限度

　

額（Ｐ．８）までに抑えられます。
②過去のお薬情報等の提供に同意すると、内容が確認

　

できるため、より良い医療を受けられます。

〔●マイナンバーカードの健康保険証利用方法」

．利用するためには、事前に

　

白露硬
マイナンバーカードを申題■利用するためには、事前に

　

「ＳＴＥＰＩ．マイナンバーカー
ドを申鯖」と「ＳＴＥＰ２．マイナ
ンバーカードを健康保険証
としての登録」が必要です。
多 摩 マイナンバーカードを

　　

鯨保麹として韻
－利用園の篇

　　　　　　　　　　　

凸

マイナンバー

カードの

申請方法

　　
　 　　　　　

　

　

にチツブに－１要子璽濁瞳Ｕｔーー・る

　

基

　

劃．１よ１　

　

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　
バヌワードｗ

　

－舷‐ーだか６、カードの

　　　

，ｈｌム尋書事曜

戦端艶．寄
り一ｋ鮒而

　

総力亮￥；

■中着意法
辻・オンラインで幽

　

する

　

｛パソコン，スマートフォンから）
＠

　

郵便局で申ボ寵する
守 まちだ潔かの

　

証明蜜蝋から申徹する

　

＝

多摩 医蹟棚．賜で

　

マイナンバーカードを用いて受付

：

　　　　　　　　　

－▼
に．

　

－

　

「‐＼Ｌ

ｒ／
ｒｒ

で行う

　

一　

　

　

　

　 　 　　　　　　 　
　　　

　　

　　　　　

　　　　　　　　

讐．各種情報醗楚供の閏誌選択をする

・～１－

　

一 ，

　　

． ー
スマ水ｃ

　　

－を賞彩

りスマ水で交付申１１１１の

　

ＱＲコードを鱗み取る．

・

　　　

国

　

．
０細川１‐灘幅を臥し、　　　　　
し鵜鶏を

　

　　　　

　

　　　　

　

中略完了．

　　　　　　　　　　　　　　　

マイナンバ

　

ー１‐フリ÷ダイヤル

　　　　

マ

　

イ

　

ナン

　

バー

１マイナンバーーこついての 。１２０一９５－。１７８

　　

お問合せ

　　　

…ヰＢ巧．豹伊… 峨 畑，婚鈎 ｍ駒“

［ 滋 軽バーカードを

　

］

　

健康保険証として利用できます
■セブン銀行ＡＴＭからの申請
－函鰯

　　　

岬 Ｗ－－１１１１‐１

　

　

　

　　

　

　　
，
き
’
劃 Ｍ － ー－■■－…

　　　　

申込みはセブン銀行ＡＴＭで′
．“持ちのスマート７１ンがマイナポータルアブ１」｛晴込みにみ１な専用アブリ）に対応してし血Ｌ・方
．スマートフォンを力持５でじし濁、スマート７ォンの欄１１１【白鷹がないガ

　　　　　　　　　

セブン■行ＡＴＭでの申込みは薄ーでオススメ！

■マイナボータルから申請

ー

　

一

　　

－－Ｆ・

　

７－

　

－【１研ぎ碁ｉｉ寵愛打電劉 『 ‐．

ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルにログイン止して．マイナンバ力』ドの国庫爾虞征利用堂蟻をすることができます。
マイ≧劣；ルに

　　　

－ －－

　

－－

　　　

－ｒ－

　

－

　　　

－－

　

．諒さ１誕貧鞘

　　　

；繁キー

　　 　　　　
麟^ 園

巻燃費琴

すぎまれ．，

　

　

　　　

　

　　　　　　　
←→－．画●

」

　

二丁

　

′ｒ

　　

▲，１

　

、．ノー

　

ｒ、
，ノ

　

丁，写

　

！

　　

“

　

仏．

　

≠

　

，

　

」

　

．；′、；；・▲～，ー三；

声療犠閏・燕′自の腰露釜付きカードリーダー、マイナボータルでの萱縁獣外に、金四のセブン観打０１ＡＩＭでも鷹琢保映証押ー用登録をすることができます．

■顔認証付きカードリーダーでの利用登録

　　

－－

　

ー・

　

カードリーダーに
マイナンバーカードを■く

　　　　　　　　　　　

，

　

．「

　

ｒ

　

，

　

．（

　

． ＝イ

　

ー” ▲

　

医療機関・薬局の

　　　　　　

．・

ー

　　　　　　　　　　　　　　

▲１

　　　　　

ー

　　　　　　　　　

ｒ

　　　　

，

　　　　

〆・；，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

し、－ぬ，

　

マイナンバーカードを医療徴１１・窯局にお持ちいただくだけで、

　

篭廉操秋証として利用するための申込み手繍さや、実際に利用いただくことが可能です！

間
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収
骨
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■嚇置賞．‘

　　

４

　　

１ この事面から

　

＊。＃
’ｌ
ａ
ｒ
‘へ

　　　　　

＃ゆ．込み

　　　

“どｔＦＴ．≠ｒ、，へ

　

≧．′
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．‐

２１ ２２



′
、

　　　

【
お涌駅い合わぜ醗…二覧

　　　

【ｒ
「

高崎市役所

太田市役所
沼田市役所

渋ｊｌ

担当課名称

保険年金課
　　　

国保年金課
保険年金課

　

　 　

　

　
（０２７）８９８‐６２５３
（０２７）３２１‐１２３７
（０２７７）４４－８２６７
（０２７０）２７‐２７３９

７‐１「１１

（０２７８）２３‐２１１１
（０２７６）４７‐５１４０
（０２１７９）２２‐２１１１

藤岡市役所
富岡ｉ耐徴所

みどり

吉岡町役場
上野村役場
神流町役場

国保年金課
国保年金課

住民課
保健福祉課
住民生活課
福祉課

（０２１７４）６２‐１５１１

（０２７）３８２‐１１１１
（０２７７）７６－２「１１
２６‐２５１３

（０２７９）５４‐３１１１
（０２７４）５９‐２３０９
（０２７４）５７‐２１１１
（０２７４）６４‐８８０１

南牧村解受場
甘楽町役場
中之条町役場

草津町役場
高山村役貴陽

川場樹役場
昭和ネ市役場
みなかみ町役場

明和町役場
千代田町役場
娘泉職場
邑楽町役場

　　　
健康福祉課

住民課
町民課

住民課
町民福祉課

住民生活課
国民健康保険課
住民保険課

（０２７４）８７－２０「１
６７‐５１７２

（０２７９）７５‐２１１１
（０２７９）８２‐２２４６
（０２７９）９６‐０５１５

９２
１１

（０２７９）６８－２ｎｌ
（０２７８）５８‐２１１５

　　　　　

３２４２

（０２７８）２５‐５０「０
（０２７０）６４‐７７０２

６「３６
３１１１

（０２７６）８６‐２１１１
｛０２７６）６３‐３１１１
（０２７６）８８‐５５「Ｉ
令和‐７年６月１日現在

　　　　　

　

　　　　
見やすく辻みまちがえにくいユニバーサル

　　

リサイクルできます。

　

デザインフォントを採用しています。


